
決算書掲載頁　P135

１８歳未満の児童とその家庭が抱える問題に対して支援する。
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3

直営 昭和47年度以前 児童福祉法

問題を抱える１８歳未満の児童とその家庭

問題を抱える児童や家庭への支援、他機関との連携を図る。
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1歳7ヶ月児健康診査等において、要経過観察とされた幼児とその保護者、また何らかの障がいにより経過観察を必要と
する幼児とその保護者に対して、集団指導等を行うことにより幼児の健全な発達を促し、保護者の不安解消を図る。
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直営 平成9年度 児童福祉法

障がい等により経過観察が必要な幼児とその保護者

継続的な支援を実施するための関係機関との連携、サポートブックの活用を図る。
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細事業：家庭児童相談室事業                                

１．家庭児童相談室事業 

18歳未満の子どもとその家庭について、次のとおり相談業務を行った。 

 ア．面接相談、家庭訪問及び電話相談（問題の軽減と支援、情報の提供） 

   子どもの通学、通園する学校、幼稚園、保育所、その他関係機関との連絡調整 

 イ．発達に課題のある小・中学生を対象に、対人・社会性を促進する目的でグループ活 

   動を実施（中学生グループ 9回、小・中学生合同グループ 3回 合計 年 12回開催） 

 ウ．要保護児童対策地域協議会実務者会議への参加 

 相談内容及び件数は次表のとおりであった。 

＜家庭児童相談内容及び件数＞ 
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ケース数 90 0 23 1 4 34 1 33 25 3 214 

面接相談 805 0 121 1 9 136 3 123 179 6 1383 

電話相談 1779 0 47 1 11 118 4 54 100 17 2131 

計 2584 0 168 2 20 254 7 177 279 23 3514 

 

 

細事業：幼児健全発達支援事業                             

１．幼児健全発達支援事業 

親子ふれあい教室「いち・に・の ジャンプ！」 

１歳７か月児健康診査などにおいて、要経過観察とされた幼児とその保護者、また何らかの障がいにより経過観

察を必要とする幼児とその保護者に対して、集団指導・面談等で、幼児の健全な発達を促し保護者の不安解消を図

った。 

教室は、子育て支援センターかわちながの（Ｈ24.11月～子ども・子育て総合センター「あいっく」）で週５日、

乳幼児健診センター（フォレスト三日市）で週２日実施した。スタッフは保育士・心理相談員・保健師である。 

少人数での丁寧な関わりを必要とする幼児とその保護者対象の療育教室は、２グループ（うち1グループは週2日）

実施した。 

○実施状況、入室主訴は、次表のとおりであった。 

〈幼児健全発達支援事業実施状況〉 

 実施日数 実児童数 延児童数 

経 過 観 察 教 室 55日 75人 370人 

健 全 発 達 支 援 教 室 79日 49人 535人 

療 育 教 室 114日 31人 450人 

合  計 248日 155人 1355人 

                          ＊実児童数合計は各教室間の重複あり 

また、ＯＢ会、サークル活動の支援（対象：教室卒室後の親子）や電話相談、来室相談、家庭訪問を実施すると

ともに、市広報紙による教室参加者の募集を行った。 

 


